
- 1 - 

答 申 

 

１ 審議会の結論 

  福岡県知事（以下「実施機関」という。）が平成３０年２月９日に受け付けた２件の開示

請求（受付番号第３９６号及び第３９９号）について、平成３０年２月２３日２９行経第２

２９５号で行った２件の個人情報部分開示決定（以下２件を総称して「本件決定」とい

う。）は、妥当である。 

 

２ 審査請求に係る対象個人情報の開示決定状況 

  審査請求に係る対象個人情報（以下「本件個人情報」という。）は、福岡県行政不服審査

会第２部会の会議録に記載された審査請求人の個人情報（以下「本件個人情報１」とい

う。）及び審議資料に記載された審査請求人の個人情報（以下「本件個人情報２」とい

う。）である。 

実施機関は、本件個人情報１のうち、同審査会委員の間で行われた意見の交換に係る記録 

の部分及び同審査会事務局職員が行った説明に係る記録の部分（以下「本件不開示情報１」    

という。）、並びに本件個人情報２のうち、答申内容に係る記載の部分（以下「本件不開示 

情報２」という。）については、福岡県個人情報保護条例（平成１６年福岡県条例第５７ 

号。以下「条例」という。）第１４条第１項第４号（行政運営情報）に該当するとして不開 

示とし、その余の部分は開示している。 

 

３ 審査請求の趣旨及び経過 

 (1) 審査請求の趣旨 

   審査請求の趣旨は、実施機関が行った本件決定の取消しを求めるというものである。 

 (2) 審査請求の経過 

ア 審査請求人は、平成３０年２月８日付けで、実施機関に対し、条例第１３条第１項の

規定により、本件個人情報に係る２件の開示請求を行った。 

イ 実施機関は、平成３０年２月９日付けで、開示請求の受け付けを行った（受付番号第

３９６号及び第３９９号）。 

ウ 実施機関は、平成３０年２月２３日付けで、本件決定を行い、その旨を審査請求人に

通知した。 

エ 審査請求人は、平成３０年２月２５日付けで、本件決定を不服として、実施機関に対

し、審査請求を行った。 

オ 実施機関は、平成３０年３月２３日付けで、福岡県個人情報保護審議会に諮問した

（２９行経第２５１８号）。 
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４ 審査請求人の主張要旨 

  審査請求人の主張を要約すると、次のとおりである。 

(1) 審査会の正確さを把握するため。 

(2) 公正な措置通報がなされていたか、強制力のある法律に基づいた診察を短期間の間に同

じ病院の医師が行うことについて疑問に思う。 

 

５ 実施機関の説明要旨 

  実施機関が本件決定を行った理由を要約すると、次のとおりである。 

本件不開示情報１及び２を開示すると、外部からの圧力や干渉等の影響を受けることなど

により、同審査会委員の間の率直な意見の交換又は意思決定の中立性が不当に損なわれるお

それがあり、その結果、今後の同審査会の事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあると

認められるため、条例第１４条第１項第４号に該当するとして不開示としたものである。 

 

６ 審議会の判断 

(1) 本件個人情報の性格及び内容について 

  ア 福岡県行政不服審査会について 

    行政不服審査会は、行政不服審査法（平成２６年法律第６８号）第８１条の規定によ

り設置する知事の附属機関であり、同法第４３条の規定による知事の諮問に応じて答申

することとされている。具体的には、行政不服審査法に基づく審査請求について、審理

員が行った審理手続の適正性や法令解釈を含めた審査庁の判断の妥当性などをチェック

して答申する役割を担っている。 

同審査会は、委員のうちから同審査会が指名する者３人をもって構成する合議体で審

査請求に係る事件について調査審議することとされており（福岡県行政不服審査会条例

（平成２７年福岡県条例第４８号）第８条第１項）、その合議体として２部会を置くこ

ととされている（福岡県行政不服審査会運営規則（平成２８年５月２６日福岡県行政不

服審査会総会決定事項）第１条第１項）。 

なお、同審査会の調査審議の手続は、福岡県行政不服審査会運営規則第２５条の規定

により、公開しないこととされている。 

 イ 本件個人情報１について 

    平成２９年１２月１９日に開催された福岡県行政不服審査会第２部会（平成２９年度

第８回）においては、審査請求人が平成２９年８月２４日付けで行った、個人情報開示

請求却下処分に対する審査請求に関する審議が行われている。 

本件個人情報１は、福岡県行政不服審査会第２部会（平成２９年度第８回）の会議録
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（以下「本件会議録」という。）に記載された審査請求人の個人情報であり、本件会議 

録には、表題、開催日時及び場所の他、発言者及び発言内容が逐語的に記載されている。 

 ウ 本件個人情報２について 

    平成３０年１月２３日に開催された福岡県行政不服審査会第２部会（平成２９年度第

９回）においては、審査請求人が行った、個人情報開示請求却下処分に対する審査請求

について、答申案の審査が行われている。 

本件個人情報２は、福岡県行政不服審査会第２部会（平成２９年度第９回）で審議さ

れた審議資料である答申書の案（以下「本件審議資料」という。）に記載された審査請

求人の個人情報であり、本件審議資料には、諮問番号、審査会の結論、判断の理由並び

に答申を行う部会の名称及び委員の氏名などが記載されている。 

(2) 条例第１４条第１項第４号該当性について 

ア 本号の趣旨 

本号は、県の機関又は国、独立行政法人等、他の地方公共団体若しくは地方独立行政                

法人が行う事務又は事業の適正な遂行を確保する観点から不開示情報としての要件を定

めたものである。 

県の機関等が行う事務又は事業は広範かつ多種多様であり、開示することにより、そ

の公正かつ適正な遂行に支障を及ぼすおそれのある情報を事項的に全て列挙することは

技術的に困難であるため、各機関共通的に見られる事務又は事業に関する情報であっ

て、開示することによりその公正かつ適正な遂行に支障を及ぼすおそれのある情報を含

むことが容易に想定されるものをイからホまでにおいて例示的に掲げた上で、これらの

おそれ以外については、「その他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正

な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認められるもの」として包括的に規定しているも

のである。 

イ 該当性の判断 

(ｱ) 本件不開示情報１について 

        福岡県行政不服審査会は、県の政策や制度のあり方などについて建議する民意反

映型の審議会等とは異なり、行政処分等に係る審査請求について、審査庁である知

事から諮問を受けて、審理員が行った審理手続の適正性や法令解釈を含めた審査庁

の判断の妥当性などをチェックして答申する準司法的な機能を有するものである。 

      そして、同審査会は、審理員が行った審理手続の適正性や法令解釈を含めた審査

庁の判断の妥当性などについて迅速かつ適切に判断することが要請されていること

から、審議の過程においては、委員による意見表明及び議論が何らの制約を受ける

ことなく、非公開の場で自由かつ率直に行われることが必要不可欠である。このた

め、同審査会の調査審議の手続は、福岡県行政不服審査会運営規則第２５条の規定
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により、公開しないこととされている。 

本件不開示情報１には、審査請求人が行った審査請求に係る審議において発言し

た委員名及び発言内容が逐語的に記載されており、これを開示することが前提とな

れば、同部会の調査審議の手続は非公開とされていることも踏まえると、今後行わ

れる同部会の審議において、委員が、発言内容が原因となって、審議に係る審査請

求人から不当な圧力や干渉等の影響を受けることを懸念して発言を差し控えるなど

により、審議過程における同部会の自由かつ率直な意見交換が妨げられるおそれが

認められ、ひいては、今後の福岡県行政不服審査会の事務の適正な遂行に支障を及

ぼすおそれがあると認められる。 

また、不開示情報１には、同部会の事務局の発言内容も逐語的に記載されている

が、これを開示することが前提となれば、同部会の調査審議の手続は非公開とされ

ていることも踏まえると、今後行われる同部会の審議において、事務局が、発言内

容が原因となって、審議に係る審査請求人から不当な圧力や干渉等の影響を受ける

ことを懸念して発言を差し控えるなどにより、審議過程において、同部会の自由か

つ率直な意見交換に資する情報を十分に提供できなくなるおそれが認められ、ひい

ては、今後の福岡県行政不服審査会の事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあ

ると認められる。 

したがって、本件不開示情報１は、本号に該当すると判断される。 

(ｲ) 本件不開示情報２について 

       本件個人情報２は、福岡県行政不服審査会における審議の方針に従って作成され

た答申書の案であり、本件不開示情報２は、審査会の結論、判断の理由等の案が記

載されている。 

答申書の案の段階でこれを開示することが前提となれば、上記（ｱ）と同様、今後

行われる同部会の審議において、委員が、審議に係る審査請求人から不当な圧力や

干渉等の影響を受けることを懸念して発言を差し控えるなどにより、審議過程にお

ける同部会の自由かつ率直な意見交換が妨げられるおそれが認められ、ひいては、

今後の福岡県行政不服審査会の事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認

められる。 

したがって、本件不開示情報２は、本号に該当すると判断される。 

 

以上の理由により、「１ 審議会の結論」のとおり判断する。 


